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デイサービスお茶しましょ虹の松原  

重要事項説明書 

 

 

 

当事業所はご利用者に対して指定通所介護サービス及び介護予防通所介護相当

サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上のご注

意いただきたいことを次のとおり説明します。 

当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護・要支援・事業対象

者」と認定された方が対象となります。 

 

 

 

◆◇目次◇◆ 

 

 

１ 事業者 ........................................... 2 

２ 事業所の概要 ..................................... 2 

３ 事業実施地域及び営業時間 ......................... 3 

４ 職員の配置状況 ................................... 3 

５ 当事業所が提供するサービスの概要と利用料金 ....... 3 

６ 苦情の受付について .............................. 14 

７ 事故発生時の対応 ................................ 15 

８ 非常災害時の対応 ................................ 15 

９ サービス利用にあたっての留意事項 ................ 15 

 



重要事項説明書 

２ / １６ 

 

１ 事業者 

法人名 有限会社在宅介護お世話宅配便 

法人所在地 佐賀県唐津市神田２０７４番地３ 

電話番号 ０９５５－７４－３８３６ 

ＦＡＸ番号 ０９５５－７４－３８５８ 

Ｅメールアドレス kansha@osewa.co.jp 

ホームページアドレス http://www.osewa.co.jp/ 

代表者氏名 代表取締役 吉井 栄子 

設立年月日 平成７年１１月２２日 

 

２ 事業所の概要 

事業所の種類 
指定通所介護事業（４１７０２０１５２１）、指定介護予防

通所介護相当サービス事業（４１７０２００５５６） 

事業所の目的 

要介護・要支援状態・事業対象者となった場合においても、

その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力

に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日

常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社

会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家

族の身体的及び精神的軽減を図ることを目的とします。 

事業所の名称 デイサービスお茶しましょ虹の松原 

事業所の所在地 佐賀県唐津市鏡３７６９－１０２ 

電話番号 ０９５５－７４－３７６０ 

管理者氏名 中山 義隆 （なかやま よしたか） 

当事業所 

の運営方針 

・当事業所では、畳の生活を基本とし、車いすやベッドなど

は使わない「地べたからの介護」に取り組むことで、普段の

生活の中で自然と全身の筋力やバランス感覚の維持・向上を

図ります。 

・レクリエーション活動の一環である「茶ばたけ合唱団」に

よる手話や合唱など、日常的活動や発表会の中で舞台へ立つ

機会（社会参加）を通して楽しみや喜びが増えることを目指

します。 

・日本三大松原のひとつである「虹の松原」という自然環境

を活用しながら、森林浴や潮風に当たるために一日１回は靴

を履いて外に出るように取り組んでいます。それにより安定

した活動量を保ちます。 

開設年月日 平成１８年５月１日 
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利用定員 ４０名 

事業所の規模 大規模型 

 

３ 事業実施地域及び営業時間 

通常の事業実施地域 唐津市、東松浦郡 

営業日 毎日 

営業時間 ８時００分～１８時００分 

サービス提供時間 ９時２５分～１６時３０分 

延長時間 
９時００分～９時２５分 

１６時３０分～１７時３０分 

 

４ 職員の配置状況 

当事業所では、ご利用者に対して指定通所介護サービス、指定介護予防通所介護

相当サービス（以下、通所介護サービス等という。）を提供する職員として、以下

の職種の職員を配置しています。 

＜主な職員の配置状況＞ 

従業者の職種 職員数 指定基準 職務内容 

管理者 １名 １名 事業内容調整 

生活相談員 １名以上 １名 サービスの調整・相談業務 

看護職員 １名以上 １名 健康チェック等の医務業務 

機能訓練指導員 １名以上 １名 機能訓練 

介護職員 ６名以上 ６名 日常生活の介護 

※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

＜主な職種の勤務体制＞ 

職種 勤務体制 

管理者 ９：００～１８：００を基本とするシフト制 

生活相談員 ９：００～１８：００を基本とするシフト制 

看護職員 ９：００～１８：００を基本とするシフト制 

機能訓練指導員 
１０：００～１２：００又は１４：００～１６：００

を基本とするシフト制 

介護職員 ９：００～１８：００を基本とするシフト制 

※その他、ご利用者の状況に対応した勤務時間を設定します。 

 

５ 当事業所が提供するサービスの概要と利用料金 

当事業所では、ご利用者に対して以下のサービスを提供します。 

当事業所が提供するサービスについて、以下の２つの場合があります。 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 
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介護保険の給付の対象となるサービス 

（２）利用料金の全額をご利用者に負担いただく場合 

介護保険の給付対象とならないサービス 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第４条関係） 

以下のサービスについては、通常の場合、利用料金の９割が介護保険から給付さ

れ、ご利用者の自己負担は費用全体の１割の金額となります。ただし、一定以上の

所得のある方は２割もしくは３割の金額となります。介護保険負担割合証で確認し

ます。サービスを具体的にどのような頻度、内容で利用するかについては、ご利用

者と協議の上、通所介護計画、介護予防通所介護相当サービス計画（以下、通所介

護計画等という。）に定めます。 

①食事 

・当事業所では、栄養及びご利用者の身体の状況並びに嗜好を考慮した食事を提供

します。 

・食事の提供及び食事の介助をします。 

・食事サービスの利用は任意です。 

②入浴 

・入浴の介助または清拭を行います。 

・衣類の着脱、身体の清拭、洗髪、洗身の介助を行います。 

・入浴サービスの利用は任意です。 

③排泄 

・ご利用者の状況に応じた適切な排泄の介助を行うとともに、排泄の自立について

も適切な援助を行います。 

④機能訓練 

・機能訓練指導員により、ご利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに

必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 

⑤健康チェック 

・血圧測定等ご利用者の全身状態の把握を行います。 

⑥アクティビティ 

・仲間づくり、体力作りや心身機能の維持・向上、自信の回復や情緒の安定を図り

ます。また、体力や機能の低下を防ぐために必要な訓練及び日常生活に必要な基本

的動作を獲得するための訓練を行います。 

⑦送迎サービス 

・ご利用者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。 

・但し、通常の事業実施地域以外からのご利用の場合は、所定の送迎費用をご負担

いただきます。 

＜サービス利用料金＞（契約書第５条関係） 

下記のとおり、ご利用者の要介護度等に応じたサービス利用料金から介護保険給

付費を除いた金額（自己負担額）をお支払いください（サービス利用料金は、ご利
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用者の要介護度等に応じて異なります）。 

＜基本料金＞ 

事業所規模区分：通常規模型                  （単位：円/日） 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

８時間以上 

９時間未満 

６６９ ７９１ ９１５ １，０４１ １，１６８ 

１３３８ １，５８２ １，８３０ ２，０８２ ２，３３６ 

２，００７ ２，３７３ ２，７４５ ３，１２３ ３，５０４ 

７時間以上 

８時間未満 

６５８ ７７７ ９００ １，０２３ １，１４８ 

１，３１６ １，５５４ １，８００ ２，０４６ ２，２９６ 

１，９７４ ２，３３１ ２，７００ ３，０６９ ３，４４４ 

６時間以上 

７時間未満 

５８４ ６８９ ７９６ ９０１ １，００８ 

１，１６８ １，３７８ １，５９２ １，８０２ ２，０１６ 

１，７５２ ２，０６７ ２，３８８ ２，７０３ ３，０２４ 

５時間以上 

６時間未満 

５７０ ６７３ ７７７ ８８０ ９８４ 

１，１４０ １，３４６ １，５５２ １，７６０ １，９６８ 

１，７１０ ２，０１９ ２，３３１ ２，６４０ ２，９５２ 

４時間以上 

５時間未満 

３８８ ４４４ ５０２ ５６０ ６１７ 

７７６ ８８８ １，００４ １，１２０ １，２３４ 

１，１６４ １，３３２ １，５０６ １，６８０ １，８５１ 

３時間以上 

４時間未満 

３７０ ４２３ ４７９ ５３３ ５８８ 

７４０ ８４６ ９５８ １，０６６ １，１７６ 

１，１１０ １，２６９ １，４３７ １，５９９ １，７６４ 

事業所規模区分：大規模型 ★                （単位：円/日） 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

８時間以上 

９時間未満 

６４７ ７６５ ８８５ １，１０７ １，１２７ 

１，２９４ １，５３０ １，７７０ ２，２１４ ２，２５４ 

１，９４１ ２，２９５ ２，６５５ ３，３２１ ３，３８１ 

７時間以上 

８時間未満 

６２９ ７４４ ８６１ ９８０ １，０９７ 

１，２５８ １，４８８ １，７２２ １，９６０ ２，１９４ 

１，８８７ ２，２３２ ２，５８３ ２，９４０ ３，２９１ 

６時間以上 

７時間未満 

５６４ ６６７ ７７０ ８７１ ９７４ 

１，１２８ １，３３４ １，５４０ １，７４２ １，９４８ 

１，６９２ ２，００１ ２，３１０ ２，６１３ ２，９２２ 

５時間以上 

６時間未満 

５４４ ６４３ ７４３ ８４０ ９４０ 

１，０８８ １，２８６ １，４８６ １，６８０ １，８８０ 

１，６３２ １，９２９ ２，２２９ ２，５２０ ２，８２０ 
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４時間以上 

５時間未満 

３７６ ４３０ ４８６ ５４１ ５９７ 

７５２ ８６０ ９７２ １，０８２ １，１９４ 

１，１２８ １，２９０ １，４５８ １，６２３ １，７９１ 

３時間以上 

４時間未満 

３５８ ４０９ ４６２ ５１３ ５６８ 

７１６ ８１８ ９２４ １，０２６ １，１３６ 

１，０７４ １，２２７ １，３８６ １，５３９ １，７０４ 

 利用料金（円/月） 備 考 

 

要支援１、 

事業対象者 

１，７９８ 

週１回利用 ３，５９６ 

５，３９４ 

要支援２ 

３，６２１ 

週２回利用 ７，２４２ 

１０，８６３ 

※上段１割負担額、中段２割負担額、下段３割負担額 

※事業所規模区分は、年度ごとに変更する場合があります。 

＜加算・減算に係る料金＞ 

サービス内容 利用料金 備  考 

要介護１～５の方 

入浴介助加算Ⅰ★ 

４０円/日 

 ８０円/日 

１２０円/日 

入浴介助加算Ⅱ 

５５円/日 

 １１０円/日 

１６５円/日 

個別機能訓練加算Ⅰイ★ 

５６円/日 

 １１２円/日 

１６８円/日 

個別機能訓練加算Ⅰロ 

７６円/日 

 １５２円/日 

２２８円/日 

個別機能訓練加算Ⅱ 

２０円/日 

 ４０円/日 

６０円/日 

若年性認知症受入加算 

６０円/日 

 １２０円/日 

１８０円/日 
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認知症加算 

６０円/日 

①認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以

上の利用者の占める割合が１５％以

上。②指定基準の員数に加え、介護職

員又は看護職員を常勤換算方法で２以

上確保している。③認知症介護指導者

研修、認知症介護実践リーダー研修、

認知症介護実践者研修を修了している

者が１名以上専従している。①②③の

いずれにも適合している場合に算定。 

１２０円/日 

１８０円/日 

中重度者ケア体制加算 

４５円/日 
①要介護３～５の利用者の占める割合

が３０％以上。②指定基準の員数に加

え、介護職員又は看護職員を常勤換算

方法で２以上確保している。③看護職

員が１名以上専従している。①②③の

いずれにも適合している場合に算定。 

９０円/日 

１３５円/日 

生活機能向上連携加算Ⅰ 

１００円/月 

原則３月に１度を限度 ２００円/月 

３００円/月 

生活機能向上連携加算Ⅱ１ 

２００円/月 

１月につき ４００円/月 

６００円/月 

生活機能向上連携加算Ⅱ２ 

１００円/月 

機能訓練加算を算定している場合 ２００円/月 

３００円/月 

ＡＤＬ維持等加算Ⅰ 

３０円/月 

１月につき ６０円/月 

９０円/月 

ＡＤＬ維持等加算Ⅱ 

６０円/月 

１月につき １２０円/月 

１８０円/月 

栄養アセスメント加算 

５０円/回 

１月につき １００円/回 

１５０円/回 

栄養改善加算 

２００円/日 

１月に２回を限度 ４００円/日 

６００円/日 

口腔・栄養スクリーニング加 ２０円/回 ６月に１回を限度 
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算Ⅰ ４０円/回 

６０円/回 

口腔・栄養スクリーニング加

算Ⅱ 

５円/回 

６月に１回を限度 １０円/回 

１５円/回 

口腔機能向上加算Ⅰ 

１５０円/日 

月２回限度 ３００円/日 

４５０円/日 

口腔機能向上加算Ⅱ 

１６０円/日 

月２回限度 ３２０円/日 

４８０円/日 

科学的介護推進体制加算 

４０円/月 

 ８０円/月 

１２０円/月 

高齢者虐待防止措置未実施減

算 

所定単位数の 

９９％で算定 １ヶ月の所定単位数にサービス別加算率

を乗じた単位数を月に１回算定。端数四

捨五入。 
業務継続計画未策定減算 

所定単位数の 

９９％で算定 

同一建物減算★ 

－９４円/日 
事業所と同一敷地内から利用する場合

に算定。 
－１８８円/日 

－２８２円/日 

送迎減算★ 

－４７円/片道 

事業所が送迎を行わない場合に算定。 －９４円/片道 

－１４１円/片道 

サービス提供体制強化加算Ⅰ

＊ 

２２円/日 介護福祉士の割合が７０％以上もしく

は勤続年数１０年以上の介護福祉士の

割合が２５％以上である場合に算定で

きる加算。 

４４円/日 

６６円/日 

サービス提供体制強化加算Ⅱ

＊ 

１８円/日 
介護福祉士の割合が５０％以上である

場合に算定できる加算。 
３６円/日 

５４円/日 

サービス提供体制強化加算Ⅲ

＊ 

６円/日 介護福祉士の割合が４０％以上もしく

は勤続年数７年以上の者が３０％以上

である場合に算定できる加算。 

１２円/日 

１８円/日 

介護職員処遇改善加算Ⅰ＊ 所定単位数の  
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９．２％ １ヶ月の所定単位数にサービス別加算率

を乗じた単位数を月に１回算定。端数四

捨五入。 

 

１ヶ月の所定単位数にサービス別加算率

を乗じた単位数を月に１回算定。端数四

捨五入。 

介護職員処遇改善加算Ⅱ★＊ 
所定単位数の 

９．０％ 

介護職員処遇改善加算Ⅲ＊ 
所定単位数の 

８．０％ 

介護職員処遇改善加算Ⅳ＊ 
所定単位数の 

６．４％ 

介護職員処遇改善加算Ⅴ＊ 
所定単位数の 

３．３～８．１％ 

要支援１、要支援２、事業対象者の方 

高齢者虐待防止措置未実施減

算１１ 

－１８円/月 

要支援１、事業対象者の方 －３６円/月 

－５４円/月 

高齢者虐待防止措置未実施減

算１２ 

－３６円/月 

要支援２、事業対象者の方 －７２円/月 

－１０８円/月 

業務継続計画未策定減算１１ 

－１８円/月 

要支援１、事業対象者の方 －３６円/月 

－５４円/月 

業務継続計画未策定減算１２ 

－３６円/月 

要支援２、事業対象者の方 －７２円/月 

－１０８円/月 

同一建物減算１★ 

－３７６円/月 

要支援１、事業対象者の方 －７５２円/月 

－1,128円/月 

同一建物減算２★ 

－７５２円/月 

要支援２、事業対象者の方 －1,504円/月 

－2,256円/月 

送迎減算★ 

－４７円/回 

片道につき －９４円/回 

－１４１円/回 

生活機能向上グループ活動加算 

１００円/月 

 ２００円/月 

３００円/月 

若年性認知症受入加算 

２４０円/月 

 ４８０円/月 

７２０円/月 
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栄養アセスメント加算 

５０円/月 

 １００円/月 

１５０円/月 

栄養改善加算 

２００円/月 

 ４００円/月 

６００円/月 

口腔機能向上加算Ⅰ 

１５０円/月 

 ３００円/月 

４５０円/月 

口腔機能向上加算Ⅱ 

１６０円/月 

 ３２０円/月 

４８０円/月 

一体的サービス提供加算 

４８０円/月 

 ９６０円/月 

１，４４０円/月 

生活機能連携向上加算Ⅰ 

１００円/月 

 ２００円/月 

３００円/月 

生活機能連携向上加算Ⅱ 

２００円/月 

 ４００円/月 

６００円/月 

口腔・栄養スクリーニング加

算Ⅰ 

２０円/月 

６月に１回を限度 ４０円/月 

６０円/月 

口腔・栄養スクリーニング加

算Ⅱ 

５円/月 

６月に１回を限度 １０円/月 

１５円/月 

科学的介護推進体制加算 

４０円/月 

 ８０円/月 

１２０円/月 

サービス提供体制強化加算Ⅰ

１＊ 

８８円/月 

要支援１、事業対象者の方 １７６円/月 

２６４円/月 

サービス提供体制強化加算Ⅰ

２＊ 

１７６円/月 

要支援２、事業対象者の方 ３５２円/月 

５２８円/月 

サービス提供体制強化加算Ⅱ ７２円/月 要支援１、事業対象者の方 
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１＊ １４４円/月 

２１６円/月 

サービス提供体制強化加算Ⅱ

２＊ 

１４４円/月 

要支援２、事業対象者の方 ２８８円/月 

４３２円/月 

サービス提供体制強化加算Ⅲ

１＊ 

２４円/月 

要支援１、事業対象者の方 ４８円/月 

７２円/月 

サービス提供体制加算Ⅲ２＊ 

４８円/月 

要支援２、事業対象者の方 ９６円/月 

１４４円/月 

介護職員処遇改善加算Ⅰ＊ 

上記要介護１～５の方と同様 

介護職員処遇改善加算Ⅱ★＊ 

介護職員処遇改善加算Ⅲ＊ 

介護職員処遇改善加算Ⅳ＊ 

介護職員処遇改善加算Ⅴ＊ 

※上段１割負担額、中段２割負担額、下段３割負担額 

（注）＊のマークが付いている項目は区分支給限度基準額の算定対象から除外され

ます。 

★のマークがついている項目が算定対象項目です。 

・ご利用者がまだ要介護又は要支援等の認定を受けていない場合には、サービス利

用料金の金額をいったんお支払いいただきます。要介護又は要支援の認定を受けた

後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます（償還払い）。居宅サー

ビス計画、介護予防サービス計画、介護予防ケアマネジメント計画（以下、居宅サ

ービス計画等という。）が作成されていない場合も同様です。償還払いとなる場合、

ご利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供

証明書」を交付します。「サービス提供証明書」を市町村の介護保険担当窓口に提

出していただきますと、自己負担額を除く金額が支払われます。 

・ただし、以下の場合は全額自己負担となりますのでご注意ください。 

①認定結果が自立と判定された場合 

②認定申請がされなかった場合 

③居宅サービス計画等が作成されなかった場合 

・要支援１、要支援２、事業対象者のご利用者において、以下に該当した場合、ご

利用料金の日割り計算を行います。 

①利用の月途中で、ご利用者が要支援から要介護に変更になった場合 

②利用の月途中で、ご利用者が同一保険者管内での転居等により事業所を変更し

た場合 
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③利用の月途中で、ご利用者の要支援度が変更となった場合 

④利用の月途中で、ご利用者が要介護から要支援に変更になった場合 

・要支援１、要支援２及び事業対象者の方の介護予防通所介護相当サービスの日割

りご利用料金は次のとおりです。 

サービス内容 利用料金 備 考 

通所型独自サービス１・日割 

５９円/日 

要支援１、事業対象者の方 １１８円/日 

１７７円/日 

通所型独自サービス２・日割 

１１９円/日 

要支援２ ２３８円/日 

３５７円/日 

※上段１割負担、中段２割負担、下段３割負担額 

※ここで利用日数とは、実際に利用した日数ではなく、変更日までの日数のことを

いいます。例えば、それまで要支援１、要支援２、事業対象者の方が変更申請等に

より、８月１６日から要介護１～５の認定を受けた場合、算定日数は１５日となり

ます。 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第５条参照） 

以下のサービスは、利用料金の金額がご利用者の負担となります。 

＜サービスの概要と利用料金＞ 

① 食事の提供（食事代） 

ご利用者に提供する食事に要する費用です。おやつ代を含みます。 

昼食７００円 

②通常の事業実施区域以外への送迎 

通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用さ

れる場合は、お住まいと当事業所との間の送迎費用として、下記料金をいただきま

す。 

通常の事業実施地域を超えた地点から５キロ

メートル未満の場合 
２００円 

通常の事業実施地域から５キロメートルを超

えた場合 

超えた地点から３キロメートル

につき１００円 

例えば、通常の事業実施地域から８キロメートルの地点にお住まいの場合 

 送迎費用＝２００円＋１００円＝３００円 

③アクティビティ活動 

ご利用者の希望によりアクティビティ活動に参加していただくことができます。

その場合、材料代等の実費をいただきます。 

④日常生活上必要となる諸費用実費 

日常生活品の購入代金等ご利用者の日常生活に要する費用で、ご利用者に負担し
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ていただくことが適当であるものにかかる費用をいただきます。 

⑤複写物の交付 

ご利用者は、サービスの提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物

を必要とする場合には、その実費をご負担いただきます。 

⑥その他 

上記の他、日常生活上必要なものであって、ご利用者に負担していただくことが

適当と認められるものについては、実費用等を負担していただくことがあります。

また、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更

することがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を

行う２ヶ月前までにご説明します。 

（３）利用料金のお支払方法（契約書第６条参照） 

前記（１）（２）の料金・費用は１ヶ月分をまとめて請求させていただきますの

で、次のいずれかの方法によりお支払いください。 

①現金支払い 

②指定口座への振込み 

振込先金融機関名 佐賀銀行 唐津支店 

預金種別 普通預金 

口座番号 ８０７７５３５ 

口座名義人 
有限会社在宅介護お世話宅配便 

代表取締役 吉井 栄子 

③金融機関口座からの自動振替（推奨） 

翌月の末日にご指定口座より引き落とさせていただきます。ご希望される方は請

求事務（電話番号０９５５－７４－３８３６）までご連絡をお願いします。 

（４）利用の中止、変更、追加（契約書第７条関係） 

・利用予定日の前に、ご利用者の都合により、サービスの利用を中止又は変更、も

しくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの

実施日の前日１７時００分までに事業者に申し出てください。取消料（キャンセル

料）は無料とします。 

・ご利用者が利用期日に利用の中止を申し出た場合は、所定の取消料（各要介護区

分の全額負担分基本利用料の６０％）を事業者にお支払いただきます。但し、ご利

用者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。取消料は介

護保険の対象外となりますのでご注意ください。 

・サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により利用者の

希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時をご利用者に提

示して協議します。 

（５）通所介護計画及び介護予防通所介護相当サービス計画について 

・ご利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等
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の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所介護

計画及び介護予防通所介護サービス計画（以下、通所介護計画等という）を作成し

ます。 

・居宅サービス計画等が作成されている場合は、当該居宅サービス計画等の内容に

沿って作成します。 

・計画の作成に当たっては、その内容についてご利用者又はそのご家族に対して説

明し、ご利用者の同意を得ます。 

・計画を作成した際には、当該通所介護計画等をご利用者に交付します。 

・ご利用者について、通所介護計画等に従ったサービスの実施状況及び目標の達成

状況の記録を行います。 

（６）サービス提供の記録 

通所介護サービス等を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記

録します。この記録は２年間保存します。 

 

６ 苦情の受付について 

（１）当事業所における苦情の受付 

当事業所における苦情やご相談は、以下の窓口で受け付けます。 

＜デイサービスお茶しましょ虹の松原＞ 

担当者 中山 義隆 

電話番号 ０９５５－７４－３７６０ 

ＦＡＸ番号 ０９５５－７４－３７６１ 

受付日 毎日 

受付時間 ９：００～１８：００ 

その他、以下の窓口でも受け付けます。 

＜有限会社在宅介護お世話宅配便＞ 

電話番号 ０９５５－７４－３８３６ 

ＦＡＸ番号 ０９５５－７４－３８５８ 

受付日 ３６５日年中無休 

受付時間 ９：００～１８：００ 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

唐津市役所 健康づくり部 

介護保険課  指定・指導係 

所 在 地 佐賀県唐津市西城内１番１号 

Ｔ Ｅ Ｌ ０９５５－５３－８０２１ 

Ｆ Ａ Ｘ ０９５５－７３－８４５１ 

受付時間 ８：３０～１７：１５ 

佐賀県国民健康保険団体連合会 

情報・介護課  介護保険係 

所 在 地 佐賀県佐賀市呉服元町７番２８号 

Ｔ Ｅ Ｌ ０９５２－２６－１４７７ 
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Ｆ Ａ Ｘ ０９５２－２６－６１２３ 

受付時間 ８：３０～１７：１５ 

佐 賀 県 社 会 福 祉 協 議 会 

福祉サービス運営適正化委員会 

所 在 地 佐賀市天神一丁目４番１５号 

Ｔ Ｅ Ｌ ０９５２－２３－２１５１ 

Ｆ Ａ Ｘ ０９５２－２８－４９５０ 

受付時間 ８：３０～１７：１５ 

 

７ 事故発生時の対応 

サービス提供中に事故が発生した場合は、当法人の各対応マニュアルにより、指

定権者、福祉事務所、主治医、救急隊、ご家族、協力医療機関等へ連絡を行うとと

もに、必要な措置を講ずるものとします。 

事業者の責任によりご利用者に生じた損害については、事業者は速やかにその損

害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。ただし、その損害

の発生については、ご利用者等の故意又は過失が認められる場合にはこの限りでは

ありません。 

 

８ 非常災害時の対応 

非常災害時には、別途定める消防計画に則って対応を行います。また、避難訓練

を年２回、ご利用者も参加して実施します。 

＜防火管理者＞ 

 中山 義隆 

＜消防用設備＞ 

・自動火災報知器、誘導灯、非常通報装置、消火器等消防法による設備を設置して

います。 

＜地震、大水等災害発生時の対応＞ 

・大規模災害マニュアルに基づき緊急体制の確保及び対応を行います。 

＜原子力災害時の対応＞ 

・唐津市原子力災害対応暫定避難（行動）計画に基づき、避難します。 

 

９ サービス利用にあたっての留意事項 

・サービス利用の際には、介護保険被保険者証、介護保険負担割合証を提示してく

ださい。 

・事業所内の設備や器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反したご利

用により破損等が生じた場合には、ご利用者に自己負担により現状に復していただ

くか、又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。 

・他のご利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください。 

・所持金品、貴重品は、自己の責任で管理してください。 
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・事業所内で他のご利用者に対する執拗な宗教活動及び政治活動は、ご遠慮くださ

い。 

 

１０ 第三者評価の実施状況 

実施の有無 無 実施年月日 － 

評価機関名 － 評価結果の開示状況 － 

 


